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実施 平成28年度

事務事業事後評価表

事務事業の名称 適応指導員活用事業
所管課 教育総務課

評価者（担当者） 瀬崎しのぶ

【A】重点改善領域 【B】重点維持領域 【C】観察領域 【D】維持領域

実施の根拠
（複数回答可）

市長公約 新市建設計画【 年度予定 金額

総合計画での位置付け

基本目標（章） ③人をはぐくむまちづくり 　重点
　施策

主要施策（節） (1)学校教育の充実
　該当施策区分 (2)生きる力を身につける教育の推進

（市民意識調査結果）

事業区分
ソフト事業 義務的事業 建設・整備事業 施設の維持管理事業

内部管理事務 計画等の策定事務

千円】

法令、県･市条例等【 】

その他の計画【 市教育振興基本計画 】 該当なし

特別･企業会計【 細目

事務事業の実施背景（ど
のような問題又はニーズ

があるのか）
中学校におけるいじめや不登校、問題行動等は、学校や家庭だけでなく、深刻な社会問題となっている。

特に不登校の問題を抱える生徒及び保護者対象（誰、何に対して）

会計区分 一般会計

H17 年度から】 年度～

意図（どのような状態に
したいのか）

本人の状況に即した学習や教育相談を行い、ゆるやかな学校復帰の手助けをすると同時に、原因者側に
ついても改善・指導を行う。

事業期間
単年度のみ 単年度繰返し 期間限定複数年度

年度】 年度まで】

事業主体 国 県 市 民間 その他【

事務事業の具体的内容
6中学校にそれぞれ適応指導教室指導員を1名ずつ配置
し、生徒が心にゆとりを持って学校生活を送れるように、
学校内の別室での個別授業や生徒の様子・観察を行う。

⇒

事務事業を構成する細事業

適応指導教室指導員活用事業

実施方法 直営 全部委託 一部委託 補助金等交付 その他【

H25年度決算 H26年度決算 H27年度決算 H28年度予算 全体計画

投
入
コ
ス
ト

事
業
費

(

千
円

)

国庫支出金

起債

受益者負担

県支出金

[再掲]臨時・非常勤職員人件費（千円） 0 0 0 0

小　　　　計 2,922 3,889 3,829 3,933 0

一般財源 2,922 3,889 3,829 3,933

その他

合　　　　　計 3,627 4,696 4,520 4,624

人
件
費

職
員
の

0.12

職員の年間平均給与額（千円） 5,424 5,761 5,761 5,761

職員人工数 0.13 0.14 0.12

小　　　　計 705 807 691 691
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≪事務事業の手段と活動指標≫

①
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≪事務事業の成果≫

≪事務事業の評価≫

≪今後の方向性と改善≫

■評価責任者記入欄■

6 6 6

事務事業を構成する細事業 手段（細事業の具体的内容） 活動指標 単位 H25実績 H26実績 H27実績 H28計画

適応指導教室指導員活
用事業

適応指導教室指導員を配置
し、不登校を解消する。

適応指導教室指導
員数

人 6

H28目標

H25実績 H26実績 H27実績

H26目標 H27目標

1 いじめ認知件数
「問題行動等生徒指導上の諸問題
に関する調査」の調査結果

件
―

成果指標（意図の数値化） 計算方法又は説明 単位
H25目標

― ― ―

120 8 51

2

評価

未達成

成果向上の余地 成果がもっと上がる余地はないか。
余地あり

余地なし

目的の妥当性
税金を使って達成する目的か。また、市民ニー
ズの低下により役割が薄れていないか。

問題あり

問題なし

評価の説明

影響あり

影響なし

評価項目 評価の視点

妥
当
性

実施主体の妥当性
市が実施すべき事業か。また、民間やNPO等
他の団体では実施できない事業か。

問題あり

適応指導員を配置しなければ、いじめ
件数が広がり、不登校生徒も倍増す
る。

問題なし

〈判定〉
廃止・休止の影響

事業を止めた場合、受益者に不利益が生じる
等の影響があるか。A

余地あり

余地なし

〈判定〉
上位施策への貢献度上位施策の目的達成に貢献しているか。

十分

A 不十分

有
効
性

目標の達成度 成果指標の目標値は達成できたか。
達成

公平性 受益者負担の余地
受益者負担について、これ以上検討の余地は
ないか。また、対象、負担額等は適切か。

余地あり

余地なし

執行方法改善の余地
事務事業の執行上、簡素化又は改善できるプ
ロセスはないか。

余地あり

余地なし

〈判定〉
事業統合の余地

類似する他の事務事業との統合について、こ
れ以上検討の余地はないか。

余地あり

A 余地なし

効
率
性

コスト低減の余地
コストの低減について、これ以上検討の余地は
ないか。

余地あり

余地なし

民間の活用の余地
民間委託など民間活力の活用について、これ
以上検討の余地はないか。

今後の方向性

判断理由及び見直し・改
善の具体的内容

適応指導教室については、平成26年度から週4日体制でカウンセリングを強化するよう改善している。
各学校によって負担割合が違うが、相談室のみでなく教室への訪問等も行うことでより生徒の状況を
把握していく。

昨年からの見直し・改善状況 特になし

評価責任者（課長）の所見
中学校のいじめ、不登校、問題行動等の解決のために適応指導教室指導員が果た
す役割は大きく、一定の効果を収めており、継続した取り組みが必要である。

評価責任者

島崎賢二

拡充して継続 現状のまま継続 縮小を検討 休止・廃止を検討

細事業の効率化【 改善・見直し 民間活用 他事業と統合 廃止 】
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